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黒
潮
町
で
は
、
大
方
地
域
と
佐

賀
地
域
で
異
な
る
町
税
の
納
付
方

法
を
統
一
す
る
た
め
、
現
在
佐
賀

地
域
で
行
っ
て
い
る
部
落
集
金
の

制
度
を
、
平
成

２０
年
度
を
も
っ
て

廃
止
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

 
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
部
落
集
金

で
納
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
個
人

納
付
か
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
町
は
納
付
漏
れ
を
防
止
す
る
た

め
口
座
振
替
を
推
進
し
て
お
り
、

平
成

２１
年
度
か
ら
黒
潮
町
全
域
に

適
用
す
る
『
新
地
域
維
持
活
性
化

特
別
交
付
金
』
に
お
い
て
、
口
座

振
替
件
数
に
応
じ
て
交
付
金
を
増

額
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

平
成

２１
年
３
月

３１
日
ま
で
に
町
指

定
金
融
機
関
で
手
続
き
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

﹇
現
行
﹈

・
個
人
納
付

・
口
座
振
替

・
部
落
集
金
（
佐
賀
地
域
の
み
）

　
※
平
成
２０
年
度
で
廃
止

１
、
口
座
振
替
の
手
続
き
は
金
融

機
関
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
通
帳
と
届
出
印
鑑

を
お
持
ち
に
な
っ
て
く
だ
さ

い
。
都
合
に
よ
り
金
融
機
関

へ
出
向
く
こ
と
が
で
き
な
い

方
は
、
金
融
機
関
へ
ご
相
談

下
さ
い
。

２
、
貴
方
が
納
め
る
す
べ
て
の
税

目
に
つ
い
て
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

３
、
軽
自
動
車
税
以
外
は
全
納
か

期
別
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。

４
、
固
定
資
産
税
の
共
有
分
は
土

地
や
建
物
を
共
有
（
複
数
）

で
登
記
し
て
い
る
か
、
相
続

人
代
表
者
届
を
提
出
し
た
こ

と
に
よ
り
納
税
義
務
者
の
欄

に
「
○
○
他
○
名
」
の
表
記

の
あ
る
方
で
す
。
不
明
な
点

は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

﹇
町
指
定
金
融
機
関
﹈

高
知
は
た
農
協
・
四
国
銀
行
・
　
 

高
知
銀
行
・
幡
多
信
用
金
庫
・
漁

協
・
郵
便
局

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
税
務
課 

収
納
係

　
蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

蕁
４
３
―
４
５
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
総
務
課 

税
務
係
　

　
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

町
税
の
部
落
集
金
の
廃
止（
佐

賀
地
域
）と
口
座
振
替
の
推
進

に
つ
い
て

町
税
の
納
付
方
法

口
座
振
替
の
お
手
続
き
は

﹇
平
成
２１
年
度
か
ら
﹈

・
個
人
納
付

各
自
が
納
付
月
に
役
場
か

金
融
機
関
へ
出
向
い
て
納

付
し
ま
す
。

・
口
座
振
替

納
期
限
日
に
預
金
口
座
か

ら
自
動
引
き
落
と
し
さ
れ

ま
す
。

※
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ

れ
な
い
方
は
自
動
的
に
「
個

人
納
付
」
と
な
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
件
数
は
、
町

か
ら
各
部
落
へ
交
付
さ
れ

る
特
別
交
付
金
の
掛
け
率（
増

額
）
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

　
農
耕
車
と
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・

乗
用
装
置
付
き
の
コ
ン
バ
イ
ン
・

運
搬
車
両
な
ど
の
農
耕
作
業
用
自

動
車
な
ど
、
大
き
さ
に
関
係
な
く

乗
用
装
置
が
つ
い
て
い
る
機
械
で

時
速

３５
㎞
未
満
で
走
行
す
る
も
の

で
す
。
こ
れ
ら
の
農
耕
車
は
、
道

路
を
走
ら
な
く
て
も
軽
自
動
車
税

が
か
か
り
ま
す
。
農
耕
車
を
登
録

さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
各
総
合
支

所
窓
口
へ
登
録
の
届
出
を
し
て
ナ

ン
バ
ー
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
農
耕
車
を
買
い
替
え
、
廃
車

し
た
と
き
も
、
担
当
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

・
所
有
者
の
印
鑑

・
車
名

・
車
体
番
号

・
総
排
気
量

※
代
理
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合

は
、
代
理
の
方
の
印
鑑
も
必
要

に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
大
方
総
合
支
所 

税
務
課 

住
民
税
係

　
蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

総
務
課 

税
務
係

　
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

　
乗
ら
な
く
な
っ
た
り
、
乗
れ
な

く
な
っ
た
原
動
機
付
自
転
車
や
軽

自
動
車
で
も
、
３
月

３１
日
ま
で
に

廃
車
手
続
き
を
し
な
い
と
、
来
年

度
も
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す
。

　
あ
な
た
の
家
に
そ
ん
な
車
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
早
め
の
手
続
き
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
車
の
種
類
に
よ
っ
て
次

の
表
の
と
お
り
手
続
き
先
が
違
い

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

軽
自
動
車
の
廃
車
の
手
続
き

ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
に

は
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す

軽自動車の種類 手続き先・連絡先

250ccを超えるバイク
高知運輸支局（高知市大津）
蕁050－5540－2077

高知県軽自動車協会（高知市長浜）
蕁088－842－4311

原動機付自転車（125cc以
下）小型特殊自動車（農耕作
業用のもの、トラクターなど）

125cc超～250ccまで
のバイク・軽自動車

黒潮町役場
大方総合支所 税務課住民税係
佐賀総合支所 総務課税務係


